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スポーツ傷害保険について
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　糟屋郡民スポーツ大会につきましては、下記保険内容のスポーツ傷害保険に加入しております。しかし、これは、すべての治療費を補償するものではなく、競技中に発生した病気については支払い対象外となります。（熱中症・脱水症は対象）
　基本的には、事故・怪我等の治療費等は、すべて本人負担となり、スポーツ傷害保険以外の補償は負いかねますのでご了承ください。

	連 絡 先　　スポーツ協会事務局（非常勤・・火・木・金曜日勤務）

　　　　　　　　　　TEL　９３３－２７８４　　スポーツ協会携帯　090-7452-9899

　　　　　　　　　　FAX　９３３－２７４１

　　　　　　　 宇美町教育委員会

　　　　　　　　　　TEL　９３３－２６００

　　　　　　　　　　FAX　９３３－２７４１

　連絡事項　　 本人の氏名・住所・電話番号・怪我した日時・場所

　　　　　　 　怪我の状況・怪我した時の状況

　保険内容　　　　　　死　亡　２００万円

　　　　　　　　　　　後遺症　等級に応じて２００万円

　　　　　　　　　　　入　院　１日２,０００円

　　　　　　　　　　　通　院　１日１,０００円

　手 続 き　

· 部会経由・・実行委員の方は、恐れ入りますが添付の規定の書類に取りまとめの上、スポーツ協会へ提出してください。

　　選手変更の場合、宇美町スポーツ協会でも変更届が必要となりますので専用変更届の提出を宜しくお願いいたします。
· 書類が揃いましたら、スポーツ協会で取りまとめの上、保険会社㈱ＫＲＣへ書類を提出いたしますが、保険会社より個人へ連絡が入るのは多少の日数を要しますのでご了承ください。

保険有効期間
　　　令和７年１０月１０日（金）～令和７年１１月９日（日）　

但し、上記の期間中・・練習は、２時間の１０日のみ補償
大会当日は終日補償

　　　☆　上記以外の期間に怪我をされても対象になりません。
　　　☆　報告は１週間以内にお願いします。

　　　☆　大会当日は、自宅から競技会場までの交通事故含む。（但し、寄り道

　　　　　した場合は対象外です。）
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